
回送運行許可基準
（平成１７年５月２４日北技管第２３号（令和２年１２月２４日一部改正）「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」抜粋）

（許 可）

第６条 運輸支局長は、第３条に係る許可申請書の提出があったときは、次に掲げる事

項に適合しているかについて審査を行い、北海道運輸局支局長専決規則（平成１

４年７月１日、北達第７号）に基づき北海道運輸局長名をもって許可する。

（１）法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送自動車を運行の用に供すると認め

られること。

（２）許可証等を適切に管理すると認められること。

（３）自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。

（４）特定整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した２年間及

び申請を行った日から許可を受けるまでの間に自動車整備事業に関して「自動車整備事

業者に対する行政処分等の基準について（平成１８年３月２日付け国自整第１２６号）」

に基づく行政処分を受けていないこと。

（５）新規許可については、次項の許可基準に適合していること。

（６）継続許可については、第３項の許可基準に適合していること。

（７）その他必要と認められる事項

２ 新規許可の基準は、次の各号による。ただし、離島等のへき地であることその他や

むを得ない事情があると認められるときは、実情に応じて判断することとする。

（１）製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前３ヵ月における月平均

製作台数が１０両以上であること。

（２）陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前３ヵ月における月平均

陸送台数が３０両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が７人以上いること。

（３）販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前３ヵ月における月平均

販売台数が１０両以上であること。

（４）特定整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前１年間の法第３５条の

臨時運行許可に基づく運行実績が７台以上あること。

３ 継続許可の基準は、次の各号による。ただし、離島等のへき地であることその他や

むを得ない事情があると認められるときは、実情に応じて判断することとする。

（１）製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前３ヵ月における回送

運行許可番号標使用実績が月平均５両以上であること。

（２）陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前３ヵ月における回送運

行許可番号標使用実績が月平均２０両以上であり、回送業務総体での常用運転者数

が７人以上いること。

（３）販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前３ヵ月における回送運

行許可番号標使用実績が月平均５両以上であること。



（４）特定整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前１年間における回送運

行の許可番号標使用実績が７台以上あること。

４ 許可の有効期間は５年とする。ただし、必要によりこれを短縮することができる。

５ 許可の番号は、別表１の区分による。

６ 許可の条件を以下のとおり付すものとする。

（１）法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すること。

（２）回送運行許可証及び回送運行許可番号標について、取扱内規を遵守し、回送運行許可

番号標管理責任者を選任し適切に管理すること。なお、許可の有効期間内に作成した管

理簿等を許可の有効期間の満了（許可の取消しを受けた場合は取消しの日、廃止届出を

行った場合は、届出日）後６ヶ月間保管し、運輸支局等の求めに応じて提示できるよ

うにすること。

（３）自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とし、許可基準を満たすことを証する書

面を許可の有効期間の満了（許可の取消しを受けた場合は取消しの日、廃止届出を行っ

た場合は、届出日）後６ヶ月間保管し、運輸支局等の求めに応じて提示できるようにす

ること。

（４）許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した場合、営業所の名称及び所在地を

変更した場合、事業を廃止した場合、営業所を新設又は廃止した場合、取扱内規を変更

した場合又は回送運行許可番号標管理責任者を変更した場合は、遅滞なく、その旨を記

載した書面を提出すること。

（５）回送運行に関する業務について、北海道運輸局長が定めた様式により、前年度末の状

況を毎年５月３１日までに報告を行うこと。

（６）許可の有効期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、現に交付を受けてい

る回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標（以下、この条におい

て「交付を受けている回送運行許可証等」という。）の全部を、交付を受けている回送

運行許可証等の返納命令を受けたときは、命令に応じ交付を受けている回送運行許可証

等の全部又は一部を、その日から５日以内にそれぞれ営業所の所在地を管轄する運輸支

局長を経由して北海道運輸局長に返納すること。

上記のほかに条件を付す場合は、許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行われる

ために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課す

ることとならないものとする。

（許可しない場合）

第７条 運輸支局長は、前条第１項において許可申請書を審査した結果、同項の各号に

適合していない場合は許可しない。


